


情報ファイル

平
成
21
年
分

青
色
申
告
決
算
・

年
末
調
整
説
明
会

●
青
色
申
告
決
算
説
明
会

　
個
人
の
青
色
申
告
者
を
対
象
と
し

た
青
色
申
告
の
決
算
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

と�

き
　
11
月
24
日
㈫
　
午
前
10
時
～

正
午

と�

こ
ろ
　
中
央
公
民
館
３
階
大
会
議

室
●
年
末
調
整
説
明
会

　
法
人
、
官
公
庁
、
個
人
の
白
色
申

告
者
を
対
象
と
し
た
年
末
調
整
事
務

の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と�

き
　
11
月
24
日
㈫
　
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

と�

こ
ろ
　
中
央
公
民
館
３
階
大
会
議

室
※�

説
明
会
当
日
は
、
事
前
に
お
届
け

し
た
資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

お
届
け
し
た
用
紙
が
不
足
す
る
場

合
は
、
説
明
会
会
場
、
刈
谷
税
務

署
で
お
渡
し
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
刈
谷
税
務
署

　
☎
21
―
６
２
１
１

※�

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

て
い
ま
す
の
で
、
説
明
会
に
関
す

る
ご
質
問
は
「
２
」
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

青
色
申
告
決
算
の
相
談
は
個
人
課

税
第
一
部
門
、
年
末
調
整
の
相
談

は
法
人
課
税
第
一
部
門
（
源
泉
担

当
）
。

11
月
11
日
～
17
日

税
を
考
え
る
週
間

　
刈
谷
税
務
連
絡
協
議
会
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
行
事
と
し

て
、
協
賛
行
事
を
行
い
ま
す
。
お
気

軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

◆
税
に
関
す
る
習
字
展

と
き
　
11
月
11
日
㈬
～
17
日
㈫
　

　
午
前
10
時
～
午
後
８
時�

と�

こ
ろ
　
Ｔ
ぽ
ー
と
・
ド
ミ
ー
高
浜

店
２
階
（
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
横
）

主
催
　
刈
谷
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

問
合
せ
先

　
刈
谷
税
務
署
総
務
課

　
☎
21
―
６
２
１
１

県
税
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
個
人
事
業
税
第
二
期
分

納
税
を
お
忘
れ
な
く
」

　
個
人
事
業
税
第
二
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日
㈪
で
す
。

　
11
月
中
旬
に
県
か
ら
納
付
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
も
し

く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納

付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限

る
）
ま
た
は
県
税
事
務
所
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、p

ay-easy

（
ペ
イ
ジ

ー
）
に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を

利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

・�

県
西
三
河
県
税
事
務
所
県
民
税
・

事
業
税
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
５
６
４
―
27
―
２
７
１
３

　
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

・
県
総
務
部
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　�http://w
w
w
.pref.aichi.jp/

zeim
u/

外
部
委
託

第
三
者
評
価

結
果
の
公
表

　
市
で
は
、
「
持
続
可
能
な
自
立
し

た
基
礎
自
治
体
」
の
確
立
に
向
け
た

構
造
改
革
の
一
環
と
し
て
、
外
部
委

託
し
た
効
果
や
効
率
性
、
公
平
性
な

ど
を
図
る
た
め
、
「
外
部
委
託
第
三

者
評
価
制
度
」
を
平
成
20
年
度
よ
り

導
入
し
ま
し
た
。

　
事
業
ご
と
に
目
的
達
成
度
、
コ
ス

ト
削
減
度
、
効
率
性
の
向
上
、
契
約

の
透
明
性
・
競
争
性
の
確
保
な
ど
を

統
一
様
式
で
記
載
し
た
「
外
部
委
託

第
三
者
評
価
調
書
」
を
作
成
し
て
、

基
本
方
針
や
評
価
基
準
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
自
己
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、

学
識
経
験
者
や
公
募
市
民
な
ど
で
構

成
す
る
「
高
浜
市
外
部
委
託
第
三
者

評
価
会
」
の
審
査
を
経
て
サ
ー
ビ
ス

の
質
、
コ
ス
ト
の
妥
当
性
な
ど
の
見

直
し
を
行
い
、
内
容
を
毎
年
度
公
表

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
評
価
会
で
の
審
査
結
果
は
、

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て

い
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
地
域
政
策
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
351
）

税
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